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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚（定置網） 

発生日時 平成２５年６月２２日（土） １８時２０分ごろ 

発生場所 千葉県富津市浜金谷港南西方沖 

 富津市所在の金谷港第１防波堤灯台から真方位２４３°１,２８０

ｍ付近 

（概位 北緯３５°０９.６′ 東経１３９°４８.４′） 

事故調査の経過  平成２５年７月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取手続きを行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーモーターボート Mermaid
マ ー メ イ ド

 Princess
プ リ ン セ ス

 Ⅱ、１１トン 

 ２３５－５０３１２神奈川、三井住友ファイナンス＆リース株式会

社（船舶所有者）、株式会社クリエイティブキャスト（船舶借入

人） 

 １０.５７ｍ（Lr）×３.９３ｍ×２.３１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５４４kＷ、平成２４年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２０年２月１５日 

  免許証交付日 平成２５年２月１３日 

         （平成３０年２月１４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼に曲損及び欠損、キールに擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者７人を乗せ、平成２５年６

月２２日１８時００分ごろ千葉県鋸南
きょなん

町保田
ほ た

漁港を出港し、船長が、

フライングブリッジで操船を行い、神奈川県横浜市のマリーナに向け

て浜金谷港南西方沖を速力約１０ノットで北西進していた。 

 浜金谷港南西方沖には、定置網（以下「本件定置網」という。）が

設置されており、囲い網から陸側に向かって垣網が設置されていた。 

本船は、レーダーがなかったが、ＧＰＳプロッターを装備し、その

画面には、本件定置網が表示されており、船長は、保田漁港を出港

後、しばらくの間は、ＧＰＳプロッターを見て航行していたものの、

まだ周囲が明るかったので、目視による航行が可能と思い、ＧＰＳプ
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ロッターを見ずに前方の見張りを行っていた。 

船長は、雲の切れ目から太陽の光が差して海面の一部が輝き、本件

定置網周辺の海面が雲の影に入って黒く見える状態で航行していたと

ころ、本船が、１８時２０分ごろ本件定置網の垣網に乗り揚げた。 

船長は、急に船速が落ちたので、乗揚を知り、海上保安庁及び会員

制プレジャーボート救助組織に救助を要請し、来援した救助艇に引き

出され、横浜市のマリーナに自力で帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 １ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

本事故当時の太陽の方位：２９４° 

本事故当時の太陽の高度：６.３° 

日没時刻：１８時５９分 

 その他の事項 

 

 船長は、本事故海域付近を１０回以上航行した経験があり、本件定

置網の存在を知っており、本事故当時、いつもよりも少し速力を落と

し、周囲の景色を眺めながら航行していた。 

 船長は、視力が両眼共に約０.３であり、ふだんから昼間は裸眼で

操船を行っており、本事故当時も裸眼で操船を行っていた。 

 本船の同乗者は、誰も本件定置網に気付かなかった。 

 本件定置網は、レーダーリフレクターは設置されておらず、網の形

状に沿って海面上に黄色の浮子が多数設置され、囲い網の北端及び垣

網の陸側端に灯浮標が設置されていたが、その灯火は夜間のみ点灯

し、本事故当時は点灯していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、浜金谷港南西方沖を北西進中、船長が、周囲が明るかった

ので、目視による航行が可能と考え、本件定置網が表示されていた 

ＧＰＳプロッターを見ずに目視による見張りを行い、また、海面が黒

く見えて本件定置網の浮子が見えなかったことから、本件定置網に気

付かずに航行し、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、本事故当時、眼鏡等を使用していなかったことが、定置網

に気付かなかったことに関与した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、浜金谷港南西方沖を北西進中、船長が、本件定

置網が表示されていたＧＰＳプロッターを見ずに目視による見張りを

行い、また、海面が黒く見えて本件定置網の浮子が見えなかったた

め、本件定置網に気付かずに航行し、本件定置網に乗り揚げたことに

より発生したものと考えられる。 
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参考 漁業協同組合は、本事故後、次の改善措置を採った。 

・本件定置網の垣網の中央部に灯浮標を増設した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・慣れた海域を航行する場合であっても、ＧＰＳプロッターを有効

に活用するなどして定置網等や船位の確認を行い、定置網設置区

域に接近しないよう、十分に注意して航行すること。 

 ・視力が弱い場合は、操船時に眼鏡等を使用すること。 

 


